
船舶事故調査報告書 

令和２年８月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年９月２６日 ０４時５０分ごろ 

発生場所 阪神港大阪区桜
さくら

島
じま

ふ頭南方沖 

 大阪北港口防波堤灯台から真方位１９２°１２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３９.０′ 東経１３５°２４.８′） 

事故の概要  貨物船住
すみ

栄
えい

丸は、南進中、また、砂利採取運搬船第二瀬戸
せ と

内
うち

丸は、

西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年１１月１１日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 住栄丸、４８３トン 

  １３０７９３、三栄海運建設株式会社 

Ｂ 砂利採取運搬船 第二瀬戸内丸、４１０トン 

  １３１８６１、大晴海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海）、航海士Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に凹損 

Ｂ 右舷船首部外板の破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０５時４９分 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、船長Ａが、左舷方の桜島ふ頭

南方沖を小回りで左転しようと桜島ふ頭に寄って約５ノット（kn）の

速力（対地速力、以下同じ。）で南進中、桜島ふ頭の南端に達した

後、左舷船首方に迫ったＢ船の右舷灯を認め、後進としたものの、Ａ

船の船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂのほか２人が乗り組み、航海士Ｂが、

単独で操船に当たり、約７kn の速力で西進中、右舷船首方の桜島ふ頭

の陰から出てきたＡ船の左舷灯を認め、後進としたものの、Ａ船と衝

突した。 

航海士Ｂは、桜島ふ頭のタンク等の陸上施設で右舷方の見通しが悪

かったが、ポートラジオとＶＨＦ無線で通話を行いながら見張りを行

っていた。 

船長Ｂは、出港操船中であったが、航海士Ｂと操船を一時的に交代

し、降橋してトイレに行っていた。 

分析  Ａ船は、南進中、船長Ａが、左舷方の桜島ふ頭南方沖を小回りして



左転しようと思い、桜島ふ頭に寄って航行したことから、桜島ふ頭の

南端に達した後、左舷船首方に迫ったＢ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、桜島ふ頭により右舷方の見通しが悪い状況下、西進中、航

海士Ｂが、ポートラジオと無線通信を行いながら航行を続けたことか

ら、Ａ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、出港操船中であったが、航海士Ｂと操船を一時的に交代

し、降橋してトイレに行っていたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が南進中、Ｂ船が西進中、船長Ａが、左舷方

の桜島ふ頭南方沖を小回りして左転しようと思い、桜島ふ頭に寄って

航行し、また、航海士Ｂが桜島ふ頭により右舷方の見通しが悪い状況

下、ポートラジオと無線通信を行いながら航行を続けたため、両船が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

・ふ頭等を左舷に見て航行する場合は、できるだけふ頭等を大回り

して航行すること。 

・夜間、見通しが悪い海域を航行する場合は、他船の灯火を早期に

発見できるよう見張りに専念すること。 

・船長は、出港時、常に操船指揮をとることができるように、トイ

レを済ませるなどの準備を行っておくこと。 

 


